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◆
助
成
要
件

　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方

①�

申
請
日
に
お
い
て
介
護
職
員
初
任

者
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と

②�

市
内
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

に
直
接
雇
用
さ
れ
、
当
該
事
業

所
に
申
請
日
前
1
年
か
ら
3
カ

月
の
間
に
就
業
を
開
始
し
、
引

き
続
き
勤
務
し
て
い
る
こ
と

③�

本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

さ
れ
て
い
る
こ
と

◆
助
成
金
額

　
受
講
料
お
よ
び
教
材
費
の
2
分

の
1
の
額
（
千
円
未
満
切
り
捨

て
）
で
、
上
限
5
万
円

※�

予
算
の
上
限
に
達
し
次
第
、
募

集
を
終
了
し
ま
す
。

◆
申
請
方
法

　
申
請
書
類
を
持
参
ま

た
は
郵
送

　
詳
し
く
は
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
申
込
み
・
問
合
せ
】

高
齢
者
支
援
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
２　

⒇
１
６
１
０

在
宅
寝
た
き
り
者
等
歯
科
保
健

事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す

　
市
で
は
、
茂
原
市
長
生
郡
歯
科

医
師
会
の
協
力
に
よ
り
、
寝
た
き

り
や
体
が
不
自
由
で
外
出
で
き
ず
、

歯
科
健
診
を
受
け
る
機
会
に
恵
ま

ル
を
実
施
し
、
次
の
と
お
り
優
先

交
渉
権
者
を
決
定
し
ま
し
た
。

　
今
後
は
優
先
交
渉
権
者
お
よ
び

関
係
者
の
皆
さ
ま
と
の
協
議
を
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。

◆
優
先
交
渉
権
者

　

�

茂
原
市
公
共
施
設
等
包
括
管
理

業
務
委
託
共
同
事
業
体
（
代
表

事
業
者　
株
式
会
社
Ｊ
Ｍ
）

問
管
財
課
（
４
階
）

☎
⒇
１
５
２
０　

⒇
１
６
０
３

献
血
お
よ
び
骨
髄
バ
ン
ク
ド
ナ
ー

登
録
の
ご
協
力
の
お
願
い

◆�

日
時

　

�

10
月
23
日
㊍
10
時
～
11
時
45
分
、

13
時
～
16
時

◆
会
場　
市
役
所
市
民
室

◆�

主
催

　
茂
原
中
央
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

◆
共
催　
茂
原
市
献
血
推
進
協
議
会

問
健
康
管
理
課
（
2
階
）

☎
⒇
１
５
７
４　

⒇
１
６
０
０

介
護
職
員
初
任
者
研
修

受
講
費
用
の
助
成
に
つ
い
て

　
市
で
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
の
従
事
者
の
確
保
お
よ
び
人
材

の
定
着
を
図
る
た
め
、
介
護
職
員

初
任
者
研
修
の
受
講
費
用
を
助
成

し
ま
す
。

忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
！

　
市
県
民
税
・
森
林
環
境
税
（
第

3
期
）
と
国
民
健
康
保
険
税
（
第

4
期
）
の
納
付
期
限
は
10
月
31
日

㊎
で
す
。
最
寄
り
の
金
融
機
関
や

コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

（
ｅ
Ｌ-

Ｑ
Ｒ
）
を
利
用
し
、
全

国
の
金
融
機
関
窓
口
や
地
方
税
お

支
払
サ
イ
ト
お
よ
び
ス
マ
ホ
決
済

で
の
納
付
も
可
能
で
す
。

　

詳
し
く
は
「
地
方

税
お
支
払
サ
イ
ト
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※�

納
め
忘
れ
の
な
い
便
利
な
口
座

振
替
も
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

納
付
が
困
難
な
特
別
な
事
情
が

あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
収
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
８　

⒇
１
６
０
９

滞
納
整
理
に
努
め
て
い
ま
す

　
税
金
は
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
全

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く

り
の
た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。

　
市
で
は
未
払
金
の
収
納
向
上
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
滞
納
者
に

は
財
産
調
査
を
行
い
、
差
押
え
な

ど
の
滞
納
処
分
を
執
行
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
市
税
等
を
納
め
て

い
な
い
方
は
、
早
急
に
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

滞
納
処
分
の
流
れ

①�

督
促
：
納
付
が
確
認
で
き
な
い

場
合
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
督

促
状
を
発
送
し
ま
す
。

②�

財
産
調
査
：
債
権
（
預
貯
金
・

給
料
等
）、
不
動
産
等
の
調
査

を
行
い
ま
す
。

③�
差
押
え
：
調
査
に
よ
り
差
押
え

が
可
能
な
財
産
を
決
定
し
、
差

押
え
を
執
行
し
ま
す
。

④�

換
価
：
差
し
押
さ
え
た
財
産
の

取
り
立
て
ま
た
は
公
売
を
実
施

し
、
現
金
化
を
行
い
ま
す
。

⑤�

滞
納
市
税
へ
充
当
：
換
価
し
た

財
産
を
滞
納
市
税
に
充
て
ま
す
。

※�

納
付
が
困
難
な
特
別
な
事
情
が

あ
る
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
収
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
８　

⒇
１
６
０
９

公
共
施
設
等
包
括
管
理
業
務
委
託

の
優
先
交
渉
権
者
決
定

　
市
で
は
、
複
数
の
公
共
施
設
等

の
維
持
管
理
業
務
を
一
括
し
て
民

間
事
業
者
に
委
託
す
る
「
茂
原
市

公
共
施
設
等
包
括
管
理
業
務
委

託
」
の
令
和
8
年
度
か
ら
の
導
入

に
向
け
て
、
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ

れ
な
い
方
に
、
在
宅
訪
問
歯
科
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
口
腔
内
の
衛
生

状
態
を
改
善
し
、
口
腔
機
能
の
維

持
・
回
復
だ
け
で
な
く
、
全
身
的

な
機
能
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
期

待
で
き
ま
す
。

◆
対
象　
　

・
65
歳
以
上
の
寝
た
き
り
の
方

・
障
害
な
ど
に
よ
り
外
出
困
難
な
方

※�

い
ず
れ
も
介
護
保
険
法
に
よ
る

歯
科
部
門
の
居
宅
療
養
管
理
指

導
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る

方
お
よ
び
施
設
入
所
者
は
除
く
。

◆
内
容　
　

・�

口
腔
内
清
掃
お
よ
び
義
歯
清
掃

な
ど
の
歯
科
保
健
指
導

・�

歯
周
疾
患
、
む
し
歯
な
ど
に
対

す
る
応
急
処
置

・�

往
診
歯
科
医
療
の
必
要
性
の
把
握

（
市
内
の
協
力
歯
科
医
師
が
訪
問
）

◆
実
施
制
限

　
１
年
に
１
回
限
り
で
自
己
負
担

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
以
後
の
治
療
が
必
要
な

場
合
は
保
険
診
療
と
な
り
ま
す
。

【
申
込
み
・
問
合
せ
】

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
25
１
７
２
５　

25
１
８
６
５

お
知
ら
せ

歯
周
病
検
診
の
お
知
ら
せ

◆
日
時　
11
月
20
日
㊍
13
時
～

※�

受
付
時
間
に
つ
い
て
は
、
申
込

後
、
個
別
に
ご
案
内
し
ま
す
。

◆
場
所　
保
健
セ
ン
タ
ー

◆
対
象

　
令
和
７
年
４
月
１
日
時
点
で

20
歳
・
30
歳
・
40
歳
・
45
歳
・
50
歳
・

55
歳
・
60
歳
・
65
歳
・
70
歳
・
75
歳
・

80
歳
の
市
民

◆
内
容

　
歯
科
診
察
、
歯
科
相
談
、
個
別

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
指
導
、
口
腔
機
能

チ
ェ
ッ
ク
（
65
歳
以
上
）

◆
費
用　
５
０
０
円

※
要
予
約

【
申
込
み
・
問
合
せ
】

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
25
１
７
２
５　

25
１
８
６
５

令
和
7
年
分
年
末
調
整
説
明
会

の
ご
案
内

　
茂
原
税
務
署
で
は
、
年
末
調
整

説
明
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

す
。
本
年
は
令
和
7
年
度
税
制
改

正
に
よ
り
、
所
得
税
の
「
基
礎
控

除
」
や
「
給
与
所
得
控
除
」
に
関

す
る
見
直
し
、「
特
定
親
族
特
別
控

除
」
の
創
設
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

円
滑
な
年
末
調
整
事
務
の
一
助
に

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

12広報もばら　2025.10.15


